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国際交流バスハイク〔学生生活課・国際交流課・たまプラーザ事務課〕
　本学に在学している留学生と日本人学生が、貸し切りバスで１泊２日などの小旅行に出かける企画です。
知らない参加者同士が車中でのレクリエーションや語らいを通して、国際社会で友好的な関係を保つこと
の大切さを知るなど、異文化について再認識する場となっています。

コミュニケーション・スキル講座（学生相談室）
①アサーション・トレーニング
　相手の意見を尊重すると同時に、自分の意見も大切にしながら上手に自己表現するにはどうしたらよい
かということを、体験学習をとおして身につけていきます。

②サイコドラマ
　演劇の要素を取り入れ、身体を動かしながらイメージの世界を作り上げます。暖かくゆったりした雰囲気
のなか、日常の役割（大学生or娘・息子など）から解放されることで自分のコミュニケーションのとり方の
再発見ができるかもしれません。

若木育成会「若木チャレンジ賞」〔校友課〕
　本学在学生保護者の組織である若木育成会が学生助成事業の一つとして、学生のチャレンジ精神を
顕彰するために設けた賞です。同会では部会、同好会、サークル活動等でベストを尽くし、立派な成績や
結果をあげ、もしくは、地道な活動ながらも在学生に誇れる「國學院魂」を示した個人又は団体や、ボラ
ンティア活動など社会に誇れる活動をし、本学の名を高めた個人又は団体を毎年１回表彰すると共に
奨励金（最高額は団体50万円、個人５万円）を授与しています。

「若木チャレンジ賞」に関するホームページ
ホーム＞在学生と保護者の方＞國學院大學若木育成会＞若木チャレンジ賞

キャンパスモラルについて

　社会生活を営む人々が、快適な生活を送るためには、すべての人が社会的ルール（モラル）を遵
守することが必要です。大学内においても、各人が快適な学生生活を過ごせるよう、キャンパスに
おけるモラルを守りましょう。

学生証の取り扱いと出席カードリーダの適正な使用について
　学生証は本学の学生であることを証明するものです。
学生証の使用モラルを問うもののひとつに教室に設けられている出席リーダシステムがあります。
カードリーダによる出席確認の運用は各担当教員に委ねられていますが、学生ひとりひとりが受講意欲を
もって授業に出席してもらうためのサポート・システムにすぎません。
リーダシステム使用にあたっては、各自の学生証使用責任が問われていることを十分に自覚してください。

キャンパス内およびキャンパス周辺での喫煙について

屋外喫煙場所
【渋谷キャンパス】
130周年記念5号館と若木会館の間

【たまプラーザキャンパス】
体育館屋上テラス、および「若木21」入口脇

自動車・オートバイ・自転車での通学について

学内環境の美化について
　大学では快適に学生生活を送れるように、学内環境維持と美化に努めています。ジュース・コーヒー等の
空き缶は必ず「空き缶入れ」、その他ペットボトルや可燃ゴミ等も分別の指定どおりに捨てましょう。また、施設
や備品を壊したり汚したりしないよう心がけてください。清潔で快適なキャンパスで学生生活を過ごせるよう
にしましょう。

　指定された喫煙場所以外、キャンパス内は禁煙となっています。最近では歩きタバコやタバコのポイ捨
てを防止する条例を制定する自治体も増えており、本学キャンパスのある渋谷区、横浜市ともポイ捨てを
禁ずる条例を制定しています。
喫煙者は社会情勢に鑑みた行動を取るようにしましょう。喫煙者のマナーの悪さが改善されない場合には、

「キャンパス内全面禁煙」 に踏み切らざるを得ません。 喫煙者はこの現状を十分認識して、 周囲に迷惑を
かけない喫煙マナーを身につけてください。

　自動車・オートバイ・自転車による通学はできません。大学周辺での路上駐車（駐輪）は駐車禁止違
反であるだけでなく、近隣住民の方の通行の妨げともなるのでやめましょう。

登下校時の通学マナーについて　

　本学は、渋谷・たまプラーザ両キャンパスともに住宅街の中に在ります。近隣住民の方々に迷惑をかける
ことのないよう、次に挙げるマナーを守って登下校してください。

　① 道幅が狭いので横並びの歩行はやめ、道路の中央は空けること。
　　（近隣の方々の通行に支障をきたさないこと）
　②早朝・夜間の大きな話し声は控えること。
　③沿道の民家・企業の方々の、出入りの妨げにならぬよう配慮すること。

　また、両キャンパスともに駅－キャンパス間の通学ルートは複数あります（下図参照）。
例えば渋谷キャンパスへの通学の場合「明治通り」「六本木通り」を利用するなど、分散通学にご協力願い
ます。

渋谷キャンパス　
通学ルート

たまプラーザキャンパス　
通学ルート

ハラスメントのないキャンパスにするために

　大学のすべての構成員は、修学環境、教育・研究・就労環境を良好なものにするために、 一人ひとりが
互いの人格的尊厳を守らなければなりません。しかし、自分自身の価値観にとらわれすぎた結果、時に、相
手の心を傷つけたり、他人に不快な思いをさせたりすることもあります。
　國學院大學では、ハラスメントのないキャンパスにするために、規程やガイドラインの制定、相談窓口の
設置など体制を整えています。
　ハラスメントを起こさないためには、性別、年齢、身体的特徴はもちろん、生育環境や価値観の異なる、多様
な人格を持った一人ひとりが、等しく人格的尊厳を持つ者同士として、互いの差異を認め合うことが大切です。
　ハラスメントは、誰もが、加害者にも被害者にもなる、決して傍観者ではありえない身近な問題なのです。
　目の前の人を大切に思い、ハラスメントを自らの問題として受け止めてください。
　ハラスメントだと感じたら、一人で悩まずに相談しましょう。

ハラスメントとは　
　相手の意に反する発言や行動によって、精神的・身体的に不利益や損害を与えたり、または個人の尊厳・
人格を傷つけたりして、良好な教育・研究環境、職場環境等の維持を妨げることをいいます。
　ハラスメントは、さまざまな要因が複雑に絡み合って発生します。
　個人の尊厳・人格を傷つける社会的に許されない発言や行動は、すべてハラスメントになりますので、次
のような具体例に注意してください。

●セクシュアル・ハラスメント
　性的な発言や行動によって、教育・研究・職場環境を悪化させたり、相手に不利益や不快感を与えたりす
ることをいいます。

〔例〕・教員や職員が、学生や部下に対して評価に影響があることをほのめかして、交際等を求めること。 
・相手の望まない誘いをかけること。食事やデートにしつこく誘うこと。
・わいせつな写真を見せたり、絵を描いたり、発言したりすること。

●アカデミック・ハラスメント
　教育指導・研究活動において、優越的な地位を利用して、他の教員・研究者、学生等の修学・研究や職
務上の権利を侵害したり、個人の尊厳もしくは人格を侵害したりする発言や行動をいいます。

〔例〕・教育指導を理由なく拒否して教育を受ける権利を侵害すること。
・常識的に不可能な課題の達成を強要すること。さらに、そのことに対して教育指導を受ける者が不

満を述べた場合、または課題が達成できなかった場合に、教育上不当な評価・処遇をすること。
・研究発表活動を不当に制限すること。 

●パワー・ハラスメント
　上位の立場、優越的な地位などの権力を背景に、課外活動や職務関係などにおいて、相手の人格を傷つ
けたり、職務上の権利を侵害したりする発言や行動をいいます。

〔例〕・課外活動において、上級生、顧問・監督・コーチ等が、常識的に達成不可能な課題を強要すること。
さらに、そのことに対して、下級生や選手が不満を述べた場合、または課題が達成できなかった場合
に、レギュラーメンバーから外す等の評価・処遇をすること。

渋谷ヒカリエ

地下鉄副都心線
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また、両キャンパスともに駅－キャンパス間の通学ルートは複数あります（下図参照）。
例えば渋谷キャンパスへの通学の場合「明治通り」「六本木通り」を利用するなど、分散通学にご協力

願います。

六
本
木
通
り

ファミリー
マート

山種美術館前

金王
八幡宮

※ 駅前の横断歩道を使って
通学してください。


